
男女共同参画支援センターの５つの機能
１　交流促進・自主活動支援機能
２　相談機能
３　学習・研修機能
４　情報収集・提供機能
５　調査研究機能

城陽市男女共同参画審議会
学識経験者など

男女共同参画支援センター
（ぱれっとＪＯＹＯ）

男女共同参画推進本部
本部長：市長

城 陽 市

市 民
市民団体 事業者

諮問

連携・協働

　答申

城陽市男女共同参画計画
（さんさんプラン）

●城陽市男女共同参画計画を進めるための条例に基づく
計画です。

●城陽市配偶者暴力防止基本計画、城陽市女性活躍推進
計画、城陽市困難女性支援基本計画を包含します。

各種関連計画
●城陽市の人権、福祉、
子育てに関する計画
など

KYOのあけぼのプラン
京都府DV基本計画
京都女性活躍応援計画
京都府困難女性支援基本計画

城陽市総合計画

男女共同参画基本計画
府 国

整合

計画の期間

本計画の期間は、令和３年度（2021年度）から令和12年度（2030年度）までの10年間とします。

なお、男女共同参画に関する国内外の動向や社会情勢の変化に的確に対応し、男女共同参画施策の推進を図る

ため、令和７年度（2025年度）に中間見直しを行いました。

計画の位置付け

城陽市男女共同参画計画は、城陽市総合計画の部門別計画として、他の部門別計画との整合性を図りながら、

男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進するための計画です。

計画の推進

計画における施策の取組状況を評価するために指標を設定します。

【指標の一部】

指標項目 令和元年度
（第4次プラン基準値） 令和６年度現状値 令和12年度目標値

（第4次プラン目標値）

審議会などにおける女性委員の登用率 27.9％ 32.6％ 35.0％以上

市職員の管理・監督職に占める女性職
員の割合

15.8％（管理職のみ 8.7％） 16.6％（管理職のみ 17.7％） 30.0％以上

保育所及び学童保育所の待機児童人数
保育所 49人 ０人 ０人

学童保育所 ０人
（いずれも平成31年4月1日）

０人
（いずれも令和6年4月1日）

０人

ワーク・ライフ・バランス推進宣言を
行う企業数

40社 43社 50社以上

男女共同参画支援センターに
おける女性相談の認知状況

28.6％
（令和元年度男女共同参画社会に
関する市民・事業所アンケート）

32.1％
（令和6年度男女共同参画社会に
関する市民・事業所アンケート）

50％

男女共同参画支援センター事業参加者
へのアンケートの実施

テーマへの理解度
90.1％

テーマへの理解度
80％以上

計画の推進体制

市民・事業者等との連携と協働により、男女共同参画社会の実現に向けて取り組みます。

第４次城陽市男女共同参画計画さんさんプラン 改定版　概要版

令和８年（2026年）３月

城陽市 男女共同参画支援センター  ぱれっとＪＯＹＯ
〒610-0121 京都府城陽市寺田林ノ口11番地の 114

TEL：0774-54-7545　FAX：0774-55-5601　Mail : shiminkatsudo@city.joyo.lg.jp

城 陽 市
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女性労働力率の経年変化（城陽市）

資料：総務省「国勢調査」

社会全体として、男女の地位は平等になっていますか

資料：城陽市「男女共同参画社会に関する市民・事業所アンケート」（令和６年度）
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男女共同参画をめぐる状況 施策の体系

子育て期も働く女性の増加

　これまでは、出産で仕事をやめて、子

どもが大きくなったら再び仕事に就く女

性が多かったため、女性の労働力率は、

いわゆる「Ｍ字型カーブ」を描いていま

したが、最近では、子育て中も仕事を続

ける女性が増えています。

男女平等と感じる割合は低下

　働く女性が増えて、「男は仕事、女は

家庭」といった固定的な性別役割分担意

識の変化が見られますが、社会で男女が

平等になっていると感じる人の割合は低

くなっています。

第４次計画の基本目標

少子高齢化が進行する中、活力ある地域社会を維持するために、

さまざまな分野での女性活躍を支援するとともに、女性が働きや

すい環境の整備、女性が暮らしたいまちづくりに向けた施策を推

進します。

暴力を許さない市民意識の醸成と、相談体制の充実による暴力被

害の未然防止、被害者のケアに取り組みます。

また、生涯を通じた男女の健康支援に努めるとともに、貧困、高

齢、障がいなど、複合的な困難を抱えた女性などが安心して暮ら

すための支援に取り組みます。

固定的な性別役割意識の解消や多様性への理解のために、男女共

同参画に関する教育・学習に取り組み、新たなまちづくりにより

増加する交流人口の定住化に、男女共同参画の理念を活かしてい

きます。

基本目標

Ⅰ

基本目標

Ⅱ

基本目標

Ⅲ

「あらゆる分野における
女性と男性の共同参画」

「誰もが安全で
安心できる生活の実現」

「人権と多様性が
尊重される社会づくり」

「基本目標」を達成するための「行動目標」と「施策の方向」を定めて、目標達成を目指します。

基本目標 行動目標行動目標 施策の方向

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
と
男
性
の
共
同
参
画

１１
政策・方針決定過程に政策・方針決定過程に
おける女性の参画の推進おける女性の参画の推進

（1）審議会などへの女性の参画促進

城
陽
市
女
性
活
躍
推
進
計
画

城
陽
市
女
性
活
躍
推
進
計
画

（2）女性職員の職域拡大と登用の推進

２２
男女がともに働き続け男女がともに働き続け
られる環境づくりられる環境づくり

（3）職業生活と家庭などの両立支援の推進
（ワーク・ライフ・バランスの推進）

（4）職場におけるハラスメントの防止と根絶

（5）女性の就労支援

３３
職業生活の分野における職業生活の分野における
女性の活躍の推進女性の活躍の推進

（6）男女の均等な機会と待遇の確保

（7）女性のキャリア形成支援

（8）農業、自営業、起業における女性支援

４４
家庭・地域における家庭・地域における
男女共同参画の推進男女共同参画の推進

（9）さまざまな分野における市民活動への支援

（10）家事・育児・介護・地域活動などへの男性の参画促進

（11）地域防災・減災、環境問題への女性の参画促進

誰
も
が
安
全
で
安
心
で
き
る

生
活
の
実
現

５５
ジェンダーに基づくジェンダーに基づく
あらゆる暴力の根絶あらゆる暴力の根絶

（12）暴力を許さない市民意識の醸成 城
陽
市
配
偶
者
暴
力
防
止
基
本
計
画

城
陽
市
配
偶
者
暴
力
防
止
基
本
計
画

城
陽
市
困
難
女
性
支
援
基
本
計
画

城
陽
市
困
難
女
性
支
援
基
本
計
画

（13）ＤＶ、性被害・性暴力などの防止と被害者支援・相談
体制の充実

６６
困難な状況に置かれた困難な状況に置かれた
女性などへの支援女性などへの支援

（14）貧困、高齢、障がいなどにより困難を抱えた女性など
が安心して暮らすための支援と相談体制の充実

７７
生涯を通じた男女の生涯を通じた男女の
健康支援健康支援

（15）性と生殖に関する健康と権利の支援

（16）性差に応じた健康対策の支援

　

人
権
と
多
様
性

が
尊
重
さ
れ
る

社
会
づ
く
り

８８
多様な選択を可能にする多様な選択を可能にする
教育・学習の推進教育・学習の推進

（17）固定的な性別役割分担にとらわれない意識の醸成

（18）多様性に関する理解の浸透

９９
男女平等・男女共同参画男女平等・男女共同参画
意識の醸成意識の醸成

（19）平等意識浸透のための広報、啓発活動

（20）男女共同参画推進のための調査


